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１．福岡市建築関係手数料条例の一部を改正する条例案（議案第 128 号）

１ 理由 

箱崎地区地区計画に開発整備促進区が定められたことに伴い、地区計画のうち開発整備促

進区で地区整備計画が定められている区域における用途規制（建築基準法第 48条）の緩和

（建築基準法第 68条の 3第 7項）にあたり、認定の申請に係る審査が必要となることから、

福岡市建築関係手数料条例の一部を改正するもの。 

２ 概要 

建築基準法第 68条の３第７項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る

認定の申請手数料を定めるもの。（別表第１関係） 

福岡市建築関係手数料条例 別表第１の改正内容 

根拠規定 概 要 申請手数料 

法第 68条の３第７項
の規定に基づく建築物
の用途に関する制限の
適用除外に係る認定の
申請に対する審査

開発整備促進区における建築物の用途に関する制限の
適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

３ 施行期日 

公布の日 

※法第 68条の３第７項に規定する認定

開発整備促進区で地区整備計画が定められている区域において、特定行政庁が交通上、安
全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第二種住居地域、準住居地域
及び工業地域並びに市街化調整区域を除く用途地域の指定がない地域における建築物の用
途の制限（床面積が１万㎡を超える店舗等）の適用を除外するもの。 
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福岡市建築関係手数料条例（平成12年福岡市条例第13号）新旧対照表 

旧 新 

第１条～第７条（略） 第１条～第７条（略） 

附 則（略） 附 則（略） 

別表第１ 別表第１ 

事務 名称 金額 

（略） 

31 法第68条の3第
4項の規定に基づ
く建築物の各部分
の高さの許可の申
請に対する審査 

（略） （略） 

（略） 

事務 名称 金額 

 （略） 

31 法第68条の3第
4項の規定に基づ
く建築物の各部分
の高さの許可の申
請に対する審査 

（略） （略） 

31の2 法第68条の
3第7項の規定に基
づく建築物の用途
に関する制限の適
用除外に係る認定
の申請に対する審
査 

開発整備促
進区におけ
る建築物の
用途に関す
る制限の適
用除外に係
る認定申請
手数料 

27,000円 

（略） 

以下 （略） 以下 （略） 
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２．福岡市建築基準法施行条例の一部を改正する条例案（議案第 129 号） 

１ 理由 

 建築基準法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第 310号）の施行により建築

物の防火規制等が見直されたことに鑑み、福岡市建築基準法施行条例（平成 19年福岡市

条例第 29号）の一部を改正するもの。 

２ 概要 

 福岡市建築基準法施行条例第 22条に定める自動車修理工場の防火区画について、作

業場とその他の部分の区画を、準耐火構造とした壁若しくは下地を不燃材料で造るとと

もに仕上げを不燃材料で行った壁とすることを求めているところ、建築基準法施行令に

おいて、これに準じる措置が認められる改正がなされたことに鑑み、条例においても同

様の改正を行うもの。 

３ 施行期日 

  公布の日 

福岡市建築基準法施行条例（平成 19年福岡市条例第 29号）新旧対照表 

旧 新 

第１条～第21条（略） 
(自動車修理工場の防火区画) 

第22条 建築物の一部を自動車修理工場の
用途に供する場合においては、施行令第
112条第18項の規定により区画された場合
を除き、その作業場部分及びその他の部分
を準耐火構造とした壁若しくは下地を不
燃材料で造るとともに仕上げを不燃材料
で行った壁又は法第２条第９号の２ロに
規定する防火設備で区画しなければなら
ない。 

第１条～第21条（略） 
(自動車修理工場の防火区画) 

第22条 建築物の一部を自動車修理工場の
用途に供する場合においては、施行令第
112条第18項の規定により区画された場合
を除き、その作業場部分及びその他の部分
を準耐火構造とした壁若しくは仕上げを
不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料
で造ることその他これに準じる措置が講
じられた壁又は法第２条第９号の２ロに
規定する防火設備で区画しなければなら
ない。 

以下（略） 以下（略） 
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建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）新旧対照表（抄）    

旧 新 

（防火区画） 

第112条 （略） 

（防火区画） 

第112条（略） 

２～８ （略） 

９ 第七項の建築物の部分で、当該部分の

壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ

を不燃材料でし、かつ、その下地を不燃

材料で造つたものは、特定防火設備以外

の法第二条第九号の二ロに規定する防火

設備で区画する場合を除き、同項の規定

にかかわらず、床面積の合計五百平方メ

ートル以内ごとに区画すれば足りる。 

２～８ （略） 

９ 第七項の建築物の部分で、国土交通大

臣が定める基準に従い、当該部分の壁及

び天井の室内に面する部分の仕上げを不

燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料

で造ることその他これに準ずる措置が講

じられたものは、特定防火設備以外の法

第二条第九号の二ロに規定する防火設備

で区画する場合を除き、同項の規定にか

かわらず、床面積の合計五百平方メート

ル以内ごとに区画すれば足りる。

10 （略） 

11 主要構造部を準耐火構造とした建築物

（特定主要構造部を耐火構造とした建築

物を含む。）又は第百三十六条の二第一号

ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合

する建築物であつて、地階又は三階以上

の階に居室を有するものの竪穴部分（長

屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以

上であるもの、吹抜きとなつている部分、

階段の部分（当該部分からのみ人が出入

りすることのできる便所、公衆電話所そ

の他これらに類するものを含む。）、昇降

機の昇降路の部分、ダクトスペースの部

分その他これらに類する部分をいう。以

下この条において同じ。）については、当

該竪穴部分以外の部分（直接外気に開放

されている廊下、バルコニーその他これ

らに類する部分を除く。次項及び第十三

項において同じ。）と準耐火構造の床若し

くは壁又は法第二条第九号の二ロに規定

する防火設備で区画しなければならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当

する竪穴部分については、この限りでな

い。

一 避難階からその直上階又は直下階の

みに通ずる吹抜きとなつている部分、

階段の部分その他これらに類する部分

10 （略） 

11 主要構造部を準耐火構造とした建築物

（特定主要構造部を耐火構造とした建築

物を含む。）又は第百三十六条の二第一号

ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合

する建築物であつて、地階又は三階以上

の階に居室を有するものの竪穴部分（長

屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以

上であるもの、吹抜きとなつている部分、

階段の部分（当該部分からのみ人が出入

りすることのできる便所、公衆電話所そ

の他これらに類するものを含む。）、昇降

機の昇降路の部分、ダクトスペースの部

分その他これらに類する部分をいう。以

下この条において同じ。）については、当

該竪穴部分以外の部分（直接外気に開放

されている廊下、バルコニーその他これ

らに類する部分を除く。次項及び第十三

項において同じ。）と準耐火構造の床若し

くは壁又は法第二条第九号の二ロに規定

する防火設備で区画しなければならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当

する竪穴部分については、この限りでな

い。

一 避難階からその直上階又は直下階の

みに通ずる吹抜きとなつている部分、

階段の部分その他これらに類する部分

参考資料 
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でその壁及び天井の室内に面する部分

の仕上げを不燃材料でし、かつ、その

下地を不燃材料で造つたもの 

二 階数が三以下で延べ面積が二百平方

メートル以内の一戸建ての住宅又は長

屋若しくは共同住宅の住戸のうちその

階数が三以下で、かつ、床面積の合計

が二百平方メートル以内であるものに

おける吹抜きとなつている部分、階段

の部分、昇降機の昇降路の部分その他

これらに類する部分

12～23 （略） 

で、国土交通大臣が定める基準に従い、

その壁及び天井の室内に面する部分の

仕上げを不燃材料でし、かつ、その下

地を不燃材料で造ることその他これに

準ずる措置が講じられたもの 

二 階数が三以下で延べ面積が二百平方

メートル以内の一戸建ての住宅又は長

屋若しくは共同住宅の住戸のうちその

階数が三以下で、かつ、床面積の合計

が二百平方メートル以内であるものに

おける吹抜きとなつている部分、階段

の部分、昇降機の昇降路の部分その他

これらに類する部分

12～23 （略） 
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 国土交通省告示第九百八十九号 
建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百十二条第九項及び第十一

項第一号並びに第百二十三条第一項第二号及び第三項第四号の規定に基づき、壁及び天

井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること

その他これに準ずる措置の基準を次のように定める。 

令和七年十月三十一日        国土交通大臣 金子 恭之 

壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃

材料で造ることその他これに準ずる措置の基準を定める件 

建築基準法施行令第百十二条第九項及び第十一項第一号並びに第百二十三条第一項第

二号及び第三項第四号に規定する壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料で

し、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置の基準は、次の各号

のいずれかに掲げるものとする。 

一 仕上げを厚さが二十五ミリメートル以上のコンクリートですること。 

二 仕上げを厚さが三十ミリメートル以上のれんがですること。 

三 仕上げを厚さが五ミリメートル以上の陶磁器質タイルでし、かつ、その下地を厚

さが十二ミリメートル以上の窯業系サイディングで造ること。 

四 仕上げを繊維強化セメント板（日本産業規格（以下「JIS」という。）A五四三〇

（繊維強化セメント板）に規定する一・〇けい酸カルシウム板又は〇・八けい酸カ

ルシウム板に適合する材料に限る。）を二枚以上張ったものでし、その厚さの合計

を二十二ミリメートル以上とすること。

五 仕上げを厚さが三十五ミリメートル以上の繊維強化セメント板（JISA五四三〇

（繊維強化セメント板）に規定する〇・五けい酸カルシウム板に適合するものに限

る。）ですること。 

六 仕上げを厚さが二十五ミリメートル以上の繊維強化セメント板（JISA五四三〇

（繊維強化セメント板）に規定する〇・二けい酸カルシウム板に適合するものに限

る。）ですること。 

七 仕上げをガラス繊維混入セメント板を二枚以上張ったものでし、その厚さの合計

を十八ミリメートル以上とすること。 

八 仕上げを厚さが二十五ミリメートル以上のモルタルですること。 

九 仕上げを厚さが二十七ミリメートル以上のしっくいでし、かつ、その下地を平成

十二年建設省告示第千四百三十九号に規定する木材等又は難燃材料で造ること。 

十 仕上げを厚さが三十ミリメートル以上の片面塗り又は各面の厚さが二十五ミリメ

ートル以上の両面塗りの壁土でし、かつ、下地を小舞下地で造ること。

十一 仕上げを厚さが二十一ミリメートル以上の強化せっこうボード（JISA六九〇一

（せっこうボード製品）に規定する強化せっこうボードに適合するものに限る。）で

すること。

十二 仕上げをせっこうボード（ボード用原紙の厚さが〇・六ミリメートル以下のも

のに限る。）を二枚以上張ったものでし、その厚さの合計を二十一ミリメートル以上

とすること。

附則

この告示は、建築基準法施行令の一部を改正する政令（令和七年政令第三百十号）の

施行の日（令和七年十一月一日）から施行する。

参考資料 
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３．福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に 

関する条例の一部を改正する条例案（議案第 130 号） 

１ 理由 

  令和８年３月に都市計画決定告示した箱崎地区地区計画における建築物の制限につい

て、建築基準関係規定として建築確認審査の対象とするため、福岡市地区計画及び集落

地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（以下「地区計画条例」という。）

の一部を改正するもの。

２ 概要 

  箱崎地区地区計画においては、都市計画法の規定に基づく地区整備計画として、建築

物に関する制限（建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限等）を定めている。 

  この制限の一部を建築基準法（第 68条の２第１項）に基づく地区計画条例の規定とし

て、以下のとおり定めるもの。 

（１）別表第１に、本条例が適用される区域として箱崎地区地区整備計画区域を追加す

る。 

（２）別表第２に、箱崎地区地区整備計画区域内の建築物に関する制限を定めるもの。

 なお、当該地区計画については、令和７年 12月福祉都市委員会に報告の後、都市計画

審議会に諮問し、承認する旨の答申を受け、令和８年３月都市計画決定告示されている。 

３ 施行期日 

  公布の日 

（参考）都市計画決定手続きと決定内容を条例化するまでの流れ

建

築

条

例

化

今回 

決
定
内
容
を
条
例
化
※

都市計画決定手続き 

地

区

計

画

原

案

の

縦

覧

福
祉
都
市
委
員
会
報
告

都
市
計
画
審
議
会
付
議

都
市
計
画
決
定
・
告
示

地
区
計
画
案
の
公
告
・
縦
覧

※地区整備計画において建築物の制限として定めた

事項のうち、条例化できる事項を条例化する。

福
祉
都
市
委
員
会
報
告

Ｒ８.２ Ｒ７.12 Ｒ７.９ Ｒ８.３ 
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（旧）

名称 区域

別表第１（抄）新旧対照

金武・吉武地区集落地区整備計画区域
福岡広域都市計画集落地区計画金武・吉武地区集落
地区計画の区域のうち、集落地区整備計画が定めら
れた区域

（略）

野芥一丁目地区地区整備計画区域
福岡広域都市計画地区計画野芥一丁目地区地区計画
の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

- 8 -



（新）

名称 区域

追加 箱崎地区地区整備計画区域
福岡広域都市計画地区計画箱崎地区地区計画の区域
のうち、地区整備計画が定められた区域

金武・吉武地区集落地区整備計画区域
福岡広域都市計画集落地区計画金武・吉武地区集落
地区計画の区域のうち、集落地区整備計画が定めら
れた区域

（略）

野芥一丁目地区地区整備計画区域
福岡広域都市計画地区計画野芥一丁目地区地区計画
の区域のうち、地区整備計画が定められた区域
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別表第２（抄）新旧対照

（旧）　

オ

（ア） （イ） （ア） （イ）

平方メー
トル

野芥一丁目地区
地区整備計画区
域
金武・吉武地区
集落地区整備計
画区域

計画地区

ア イ

（略）

エ

建築してはならない建築物 建築物の容積
率の最高限度

（従前と内容の変更がないため省略）

建築物の建蔽
率の最高限度

建築物の
敷地面積
の最低限
度

備考
１　この表中「風俗営業」とは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項各号に掲げ
　る営業をいい、「店舗型性風俗特殊営業」とは同条第６項各号に掲げる営業をいい、「店舗型電話異性紹
　介営業」とは同条第９項に規定する営業をいい、「性風俗関連特殊営業」とは同条第５項に規定する営業
　をいい、「サービス付き高齢者向け住宅」とは高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26
　号）第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。

以下略

（従前と内容の変更がないため省略）

（略）
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ク ケ

（ア） （ウ）

メート
ル

（略）

キ

外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度 壁等を建築してはな
らない部分

建築物の
高さの最
高限度

（イ）
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別表第２（抄）新旧対照

（新）　

オ

（ア） （イ） （ア） （イ）

平方メー
トル

野芥一丁目地区
地区整備計画区
域

5,000
（駐輪場
その他こ
れに類す
る建築物
で交通の
利便に供
するもの
又は公民
館、集会
所その他
これらに
類する建
築物で地
区内住民
の社会教
育活動若
しくは自
治活動の
用に供す
るものの
敷地を除
く。）

箱崎地区地区整
備計画区域

開
発
整
備
促
進
区

中
央
ゾ
ー
ン
1

(1) 法別表第２（い）項第１号か
ら第３号までに掲げる建築物
(2) 法別表第２（ほ）項第２号に
掲げる建築物

計画地区

ア イ

（略）

エ

建築してはならない建築物 建築物の建蔽
率の最高限度

建築物の容積
率の最高限度

建築物の
敷地面積
の最低限
度

（従前と内容の変更がないため省略）

（略）
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ク ケ

（ア） （ウ）

メート
ル

１　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物若しくは建築物の部分で
歩行者の通行上支障がないもの又
は駐輪場その他これに類する建築
物若しくは建築物の部分で交通の
利便に供し、かつ、歩行者の通行
上支障がないものを除く。）

４

２

１

(1) 交通広場の区
域内の部分（歩廊、
渡り廊下、バス停留
所の上屋その他これ
らに類する建築物若
しくは建築物の部分
又は駐車場その他こ
れに類する建築物若
しくは建築物の部分
で交通広場の利用上
支障がないものに係
る部分を除く。）
(2) 広場Ａ、広場
Ｆ及び広場Ｇの区域
内の部分（歩廊、渡
り廊下、バス停留所
の上屋その他これら
に類する建築物若し
くは建築物の部分又
は床面（屋外の１階
部分に設置されるも
のにあっては、地盤
面）からの高さが
2.5メートルを超え
る建築物の部分及び
これを支える柱で広
場の利用上支障がな
いものに係る部分を
除く。）
(3) 広場Ｂ、広場
Ｃ、広場Ｄ及び広場
Ｅ並びに歩行者用通
路１号、歩行者用通
路２号、歩行者用通
路３号、歩行者用通
路４号及び歩行者用
通路５号の区域内の
部分（歩廊、渡り廊
下、バス停留所の上
屋その他これらに類
する建築物又は建築
物の部分で広場の利
用上又は歩行者の通
行上支障がないもの
に係る部分を除
く。）

福岡広域都市計画道路堅粕
箱崎線及び市道箱崎146号
線（都市計画の計画図にお
いて４メートルの壁面の位
置の制限がある旨の表示が
なされている部分に接する
部分に限る。）との敷地境
界線

(1) 市道箱崎141号線及び
市道箱崎146号線（都市計
画の計画図において２メー
トルの壁面の位置の制限が
ある旨の表示がなされてい
る部分に接する部分に限
る。）との敷地境界線

(2) 福岡広域都市計画道
路国道３号線との敷地境界
線

２　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物又は建築物の部分で歩行
者の通行上支障がないものを除
く。）

（略）

キ

建築物の
高さの最
高限度

（イ）

外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度 壁等を建築してはな
らない部分
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500（駐
輪場その
他これに
類する建
築物で交
通の利便
に供する
もの又は
公民館、
集会所そ
の他これ
らに類す
る建築物
で地区内
住民の社
会教育活
動若しく
は自治活
動の用に
供するも
のの敷地
を除
く。）

500（駐
輪場その
他これに
類する建
築物で交
通の利便
に供する
もの又は
公民館、
集会所そ
の他これ
らに類す
る建築物
で地区内
住民の社
会教育活
動若しく
は自治活
動の用に
供するも
のの敷地
を除
く。）

北側
ゾー
ン1

法別表第２（ほ）項第２号に掲げる
建築物

中央
ゾー
ン2

(1) 法別表第２（い）項第１号か
ら第３号までに掲げる建築物で、箱
崎地区地区計画において定められた
整備、開発及び保全に関する方針の
うち建築物等の整備の方針に適合し
ないもの
(2) 法別表第２（ほ）項第２号に
掲げる建築物

- 14 -



１　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物若しくは建築物の部分で
歩行者の通行上支障がないもの又
は駐輪場その他これに類する建築
物若しくは建築物の部分で交通の
利便に供し、かつ、歩行者の通行
上支障がないものを除く。）

４

２　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物又は建築物の部分で歩行
者の通行上支障がないものを除
く。）

２

１　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物若しくは建築物の部分で
歩行者の通行上支障がないもの又
は駐輪場その他これに類する建築
物若しくは建築物の部分で交通の
利便に供し、かつ、歩行者の通行
上支障がないものを除く。）

６（地
盤面か
らの高
さが
２.５
メート
ルを超
える建
築物の
部分及
びこれ
を支え
る柱で
歩行者
の通行
上支障
がない
ものに
あって
は、
４）

２　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物又は建築物の部分で歩行
者の通行上支障がないものを除
く。）

２

広場Ｈ、広場Ｉ及び
広場Ｊ並びに歩行者
用通路６号の区域内
の部分（歩廊、渡り
廊下、バス停留所の
上屋その他これらに
類する建築物又は建
築物の部分で広場の
利用上又は歩行者の
通行上支障がないも
のに係る部分を除
く。）

市道箱崎150号線との敷地
境界線

福岡広域都市計画道路堅粕
箱崎線、福岡広域都市計画
道路原田箱崎線及び県道浜
新建堅粕線との敷地境界線

市道箱崎146号線との敷地
境界線

県道浜新建堅粕線との敷地
境界線
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追
加

500（駐
輪場その
他これに
類する建
築物で交
通の利便
に供する
もの又は
公民館、
集会所そ
の他これ
らに類す
る建築物
で地区内
住民の社
会教育活
動若しく
は自治活
動の用に
供するも
のの敷地
を除
く。）

西側
ゾー
ン

(1) 法別表第２（い）項第１号か
ら第３号までに掲げる建築物で、箱
崎地区地区計画において定められた
整備、開発及び保全に関する方針の
うち建築物等の整備の方針に適合し
ないもの
(2) 法別表第２（ほ）項第２号に
掲げる建築物

北側
ゾー
ン2

法別表第２（ほ）項第２号に掲げる
建築物

500（駐
輪場その
他これに
類する建
築物で交
通の利便
に供する
もの又は
公民館、
集会所そ
の他これ
らに類す
る建築物
で地区内
住民の社
会教育活
動若しく
は自治活
動の用に
供するも
のの敷地
を除
く。）
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１　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物若しくは建築物の部分で
歩行者の通行上支障がないもの又
は駐輪場その他これに類する建築
物若しくは建築物の部分で交通の
利便に供し、かつ、歩行者の通行
上支障がないものを除く。）

４

２　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物又は建築物の部分で歩行
者の通行上支障がないものを除
く。）

２

１　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物若しくは建築物の部分で
歩行者の通行上支障がないもの又
は駐輪場その他これに類する建築
物若しくは建築物の部分で交通の
利便に供し、かつ、歩行者の通行
上支障がないものを除く。）

４

２

１

広場Ｋ及び歩行者用
通路７号の区域内の
部分（歩廊、渡り廊
下、バス停留所の上
屋その他これらに類
する　建築物又は建
築物の部分で広場の
利用上又は歩行者の
通行上支障がないも
のに係る部分を除
く。）

広場Ｌ及び広場Ｍ並
びに歩行者用通路７
号の区域内の部分
（歩廊、渡り廊下、
バス停留所の上屋そ
の他これらに類する
建築物又は建築物の
部分で広場の利用上
又は歩行者の通行上
支障がないものに係
る部分を除く。）

県道浜新建堅粕線との敷地
境界線

市道箱崎146号線、市道箱
崎149号線及び市道箱崎150
号線との敷地境界線

福岡広域都市計画道路堅粕
箱崎線（都市計画の計画図
において４メートルの壁面
の位置の制限がある旨の表
示がなされている部分に接
する部分に限る。）との敷
地境界線

(1) 市道箱崎146号線（都
市計画の計画図において２
メートルの壁面の位置の制
限がある旨の表示がなされ
ている部分に接する部分に
限る。）及び市道箱崎149
号線との敷地境界線

(2) 福岡広域都市計画道
路国道３号線との敷地境界
線

２　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物又は建築物の部分で歩行
者の通行上支障がないものを除
く。）

- 17 -



500（駐
輪場その
他これに
類する建
築物で交
通の利便
に供する
もの又は
公民館、
集会所そ
の他これ
らに類す
る建築物
で地区内
住民の社
会教育活
動若しく
は自治活
動の用に
供するも
のの敷地
を除
く。）

500（駐
輪場その
他これに
類する建
築物で交
通の利便
に供する
もの又は
公民館、
集会所そ
の他これ
らに類す
る建築物
で地区内
住民の社
会教育活
動若しく
は自治活
動の用に
供するも
のの敷地
を除
く。）

南側
ゾー
ン1

法別表第２（ほ）項第２号に掲げる
建築物

南側
ゾー
ン2

(1) 法別表第２（い）項第１号か
ら第３号までに掲げる建築物で、箱
崎地区地区計画において定められた
整備、開発及び保全に関する方針の
うち建築物等の整備の方針に適合し
ないもの
(2) 法別表第２（に）項第３号に
掲げる建築物
(3) 法別表第２（ほ）項第２号及
び第３号に掲げる建築物
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建築物の外壁若しくはこれに代わ
る柱又は建築物に附属する門若し
くは塀で高さ２メートルを超える
もの（歩廊、渡り廊下、バス停留
所の上屋その他これらに類する建
築物若しくは建築物の部分で歩行
者の通行上支障がないもの、駐輪
場その他これに類する建築物若し
くは建築物の部分で交通の利便に
供し、かつ、歩行者の通行上支障
がないもの又は鉄道事業に供する
ものを除く。）

４ 広場Ｎ及び広場Ｏ並
びに歩行者用通路１
号及び歩行者用通路
５号の区域内の部分
（歩廊、渡り廊下、
バス停留所の上屋そ
の他これらに類する
建築物又は建築物の
部分で広場の利用上
又は歩行者の通行上
支障がないものに係
る部分を除く。）

１　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物若しくは建築物の部分で
歩行者の通行上支障がないもの又
は駐輪場その他これに類する建築
物若しくは建築物の部分で交通の
利便に供し、かつ、歩行者の通行
上支障がないものを除く。）

４

２　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物又は建築物の部分で歩行
者の通行上支障がないものを除
く。）

２

３　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物若しくは建築物の部分で
歩行者の通行上支障がないもの又
は登録有形文化財及び意匠上これ
に附属するものを除く。）

１

広場Ｐ及び広場Ｑ並
びに歩行者用通路８
号、歩行者用通路９
号、歩行者用通路10
号及び歩行者用通路
11号の区域内の部分
（歩廊、渡り廊下、
バス停留所の上屋そ
の他これらに類する
建築物又は建築物の
部分で広場の利用上
又は歩行者の通行上
支障がないものに係
る部分を除く。）

福岡広域都市計画道路原田
箱崎線、市道箱崎111号線
（都市計画の計画図におい
て４メートルの壁面の位置
の制限がある旨の表示がな
されている部分に接する部
分に限る。）及び市道箱崎
146号線との敷地境界線

福岡広域都市計画道路原田
箱崎線（都市計画の計画図
において４メートルの壁面
の位置の制限がある旨の表
示がなされている部分に接
する部分に限る。）との敷
地境界線

福岡広域都市計画道路原田
箱崎線（都市計画の計画図
において２メートルの壁面
の位置の制限がある旨の表
示がなされている部分に接
する部分に限る。）との敷
地境界線

県道浜新建堅粕線との敷地
境界線
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金武・吉武地区
集落地区整備計
画区域

500（駐
輪場その
他これに
類する建
築物で交
通の利便
に供する
もの又は
公民館、
集会所そ
の他これ
らに類す
る建築物
で地区内
住民の社
会教育活
動若しく
は自治活
動の用に
供するも
のの敷地
を除
く。）

東側
ゾー
ン

(1) 法別表第２（い）項第１号か
ら第３号までに掲げる建築物で、箱
崎地区地区計画において定められた
整備、開発及び保全に関する方針の
うち建築物等の整備の方針に適合し
ないもの
(2) 法別表第２（ほ）項第２号に
掲げる建築物

備考
１　この表中「風俗営業」とは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項各号に掲げ
　る営業をいい、「店舗型性風俗特殊営業」とは同条第６項各号に掲げる営業をいい、「店舗型電話異性紹
　介営業」とは同条第９項に規定する営業をいい、「性風俗関連特殊営業」とは同条第５項に規定する営業
　をいい、「サービス付き高齢者向け住宅」とは高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26
　号）第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいい、「登録有形文化財」とは文化財保護法
　（昭和25年法律第214号）第57条第1項の規定により登録された有形文化財をいう。

以下略

（従前と内容の変更がないため省略）

- 20 -



１　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物若しくは建築物の部分で
歩行者の通行上支障がないもの又
は駐輪場その他これに類する建築
物若しくは建築物の部分で交通の
利便に供し、かつ、歩行者の通行
上支障がないものを除く。）

４

２　建築物の外壁若しくはこれに
代わる柱又は建築物に附属する門
若しくは塀で高さ２メートルを超
えるもの（歩廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他これらに類す
る建築物又は建築物の部分で歩行
者の通行上支障がないものを除
く。）

２

広場Ｒ及び広場Ｓの
区域内の部分（歩
廊、渡り廊下、バス
停留所の上屋その他
これらに類する建築
物又は建築物の部分
で広場の利用上支障
がないものに係る部
分を除く。）

福岡広域都市計画道路堅粕
箱崎線（都市計画の計画図
において４メートルの壁面
の位置の制限がある旨の表
示がなされている部分に接
する部分に限る。）及び福
岡広域都市計画道路原田箱
崎線との敷地境界線

県道浜新建堅粕線、市道
4983号線、市道4984号線及
び市道4985号線との敷地境
界線
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